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  令和５年度鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準について 

 

 令和５年度鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準について、別紙

のとおり議決を求めます。 

 

 

 

 

 

 令和４年２月６日 

 

 

 

           鳥取県教育委員会教育長  足 羽 英 樹 

 



 
令和５年度 鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準 

 

                           令和５年２月６日制定 
 
 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和 33 年法律第
116 号）第３条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭
和 36 年法律第 188 号）第 14 条及び特別支援学校設置基準（令和３年文部科学省令第 45
号）第５条の規定により、鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学校の学級編制基準を
次のとおり定める。 
                           
１ 学級編制基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校の種類 学級編制の区分 
１学級の 

児童・生徒数 

 小 学 校 
(義務教育学
校の前期課程
を含む) 
 
 
 
 

単式 
学級 

 第１～４学年     ３０人 
 第５～６学年     ３５人 

 
複
式
学
級 
 

ア   第１学年 
の 児 童 を 含 
む複式学級 

① 飛び複式でない学級 複式学級は設置し
ない 

② 飛び複式学級 

イ   第１学年 
の 児 童 を 含 
ま な い 複 式 
学級 

① 飛び複式でない学級     １５人 
② 飛び複式学級 複式学級は設置し

ない 

特 別 支 援 学 級          ７人 
 中 学 校 
(義務教育学
校の後期課程
を含む) 

単式 
学級 

 第１学年（義務教育学校においては第７
学年） 

    ３３人 

 第２、３学年（義務教育学校においては
第８、９学年） 

      ３５人 

複 式 学 級          ８人 
特 別 支 援 学 級        ７人 

 特別支援 
 学校 

幼 稚 部 単一障がい学級 ５人 
重複障がい学級 ３人 

小・中学部 単一障がい学級        ６人 

重複障がい学級        ３人 

高 等 部 単一障がい学級       ８人 

重複障がい学級       ３人 

 ※義務教育学校の９年間の教育課程において、「６－３」以外の区切りを設定する場合、 

特例を設けることができる。 

  
２ その他 
 (1)この学級編制基準は、県議会における令和５年度当初予算の成立をもって効力を発す 

る。 
  (2)その他必要な事項及び学級編制事務の取扱いについては、別に定める取扱要領によ 

る。 
（注）用語の説明 

 

  区   分           説             明 
 単 式 学 級  同学年の児童又は生徒で編制する学級 
 複 式 学 級  ２の学年の児童又は生徒で編制する学級 
 飛び複式学級 
 

 複式学級のうち、引き続く２の学年が１の学年と当該学年より
１学年上の学年及び１学年下の学年以外の学年の児童又は生徒
で編制する学級 

 特別支援学級  学校教育法第８１条第２項及び第３項に規定する学級 
 重複障がい学級  文部科学大臣が定める障がいを２以上併せ有する児童又は生

徒で編制する学級 
 前 期 課 程  義務教育学校における小学校段階に相当する６年の教育課程 
 後 期 課 程   義務教育学校における中学校段階に相当する３年の教育課程 



令和５年度鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準取扱要領 
 
１ 学級編制 
  学級編制は、鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準（以下「学級

編制基準」という。）を標準とし、５月１日（以下「基準日」という。）現在の児童・
生徒数を基準にして学級編制を行う。 

  なお、教室不足等特別の理由がある場合の学級編制については、県教育委員会と 
当該市町村教育委員会（学校組合教育委員会を含む。以下同じ。）との協議の上、編
制の在り方を決定することとする。ただし、市町村が定めた基準により、県の基準
を下回る学級編制を実施する場合を除く。 

 
（１）市町村立小・中・義務教育学校 
  ア 市町村教育委員会は、基準日の児童及び生徒数の推計に基づいて行った学級編制 

を、県教育委員会に届け出る。 
  イ 市町村教育委員会は、アを届け出た日から基準日までの間に、その学級編制を変 
   更する場合は、その都度県教育委員会へ届け出る。 

ウ 市町村教育委員会は、義務教育学校の学級編制基準において特例を設ける必要が 
  ある場合は、県教育委員会に届け出る。 

 
（２）県立特別支援学校 
  ア 校長は、基準日の児童・生徒数の推計に基づいて学級編制を行い、県教育委員会 
   に報告する。 
  イ アの報告をした日から基準日までの間に、その学級編制を変更した場合は、その 
   都度県教育委員会に報告する。 
 
２ 学級編制の変更（基準日の翌日以降） 
  基準日の翌日以降に、学級編制を変更することが適当と認められる事由が生じた場合 

は、学級編制を変更する。 
 
（１）市町村立小・中・義務教育学校 
    市町村教育委員会は、次の事由が生じた場合は、学級編制の変更について、県教 
   育委員会へ届け出る。 
   ア 通常学級 
     児童自立支援施設（喜多原学園）内分校・分教室の学級数に変動が生じた場合 
 
   イ 特別支援学級 
     ①児童自立支援施設（喜多原学園）内分校・分教室の学級数に変動が生じた場 
      合 
     ②病院内分教室の学級数に変動が生じた場合 
     ③情緒障がい児短期治療施設（希望館）内分校・分教室の学級数に変動が生じ 
      た場合 
     ④上記①～③以外の特別支援学級において、児童・生徒の転出入により学級数 
      に変動が生じた場合 
     ⑤特別支援学級に入級している児童・生徒を、該当の特別支援学級が設置され 
      ていない学校が転入により受け入れる場合（なお、学級編制基準では、通常 
      学級から特別支援学級への年度中途の入級は認めない。） 
 
（２）県立特別支援学校 
    校長は、次の事由が生じた場合は、学級編制を変更し、県教育委員会に報告する。 
     児童・生徒の転出入により、学級数に変動が生じた場合 



令和５年度鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準 新旧対照表 

新（令和５年度 ） 旧（令和４年度） 

〇令和５年度鳥取県公立小・中・義務教育・特別支 

援学校学級編制基準 

 

〇令和５年２月６日制定 

 

〇公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律（昭和33年法律第116号）第３条並び

に公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に

関する法律（昭和36年法律第188号）第14条及び特

別支援学校設置基準（令和３年文部科学省令第45号）

第５条の規定により、鳥取県公立小・中・義務教育・特

別支援学校の学級編制基準を次のとおり定める。 

 

〇「学級編制の区分」 

小学校単式学級 

 第１～４学年  ３０人 

 第５～６学年  ３５人 

 

（追加） 

特別支援学校幼稚部 

 単一障がい学級  ５人 

重複障がい学級  ３人 

 

〇２ その他 

（１）この学級編制基準は、県議会における令和５

年度当初予算の成立をもって効力を発する。 

〇令和４年度鳥取県公立小・中・義務教育・特別支 

援学校学級編制基準 

 

〇令和４年２月９日制定 

 

〇公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律（昭和33年法律第116号）第３条並び

に公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に

関する法律（昭和36年法律第188号）第14条の規定

により、鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学校

の学級編制基準を次のとおり定める。 

 

 

〇「学級編制の区分」 

小学校単式学級 

 第１～３学年  ３０人 

 第４～６学年  ３５人 

 

 

 

 

 

 

〇２ その他 

（１）この学級編制基準は、県議会における令和４

年度当初予算の成立をもって効力を発する。 

 

令和５年度鳥取県公立小・中・義務教育・特別支援学校学級編制基準取扱要領 新旧対照表 

新（令和５年度 ） 旧（令和４年度） 

〇令和５年度鳥取県公立小・中・義務教育・特別支 

援学校学級編制基準取扱要領 

 

〇１ 学級編制 

   なお、教室不足等特別の理由がある場合の学級

編制については、県教育委員会と当該市町村教育

委員会（学校組合教育委員会を含む。以下同じ。）

との協議の上、編制の在り方を決定することとす

る。 

 

〇（１）市町村立小・中・義務教育学校 

   ア 市町村教育委員会は、基準日の児童及び生

徒数の推計に基づいて行った学級編制を、県

教育委員会に届け出る。 

〇令和４年度鳥取県公立小・中・義務教育・特別支 

援学校学級編制基準取扱要領 

 

〇１ 学級編制 

   なお、教室不足等特別の理由がある場合の学級

編制については、県教育委員会と当該市町村教育

委員会との協議の上、編制の在り方を決定するこ

ととする。 

 

 

〇（１）市町村立小・中・義務教育学校 

   ア 市町村教育委員会（学校組合教育委員会を

含む。以下同じ。）は、基準日の児童及び生徒

数の推計に基づいて行った学級編制を、県教

育委員会に届け出る。 

 


